
不利益処分の処分基準 

 

処 分 の 内 容 処分業者等に対する生活環境の保全上の支障の除去等の費

用負担 

根拠法令及び条項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１９条の７第２項 

所 管 部 課 係 名 市民生活部環境課生活環境係 

処

分

基

準 

関 係 条 項  

基 準 

 

（未設定の場 

 

合はその理由） 

法第１９条の７第２項の規定による。 
（生活環境の保全上の支障の除去等の措置） 

第１９条の７ 第１９条の４第１項に規定する場合におい
て、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれが
あり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められる
ときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部
又は一部を講ずることができる。この場合において、第２
号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、
当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限まで
に当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支
障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収す
る旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 
⑴ 第１９条の４第１項の規定により支障の除去等の措

置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に
係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講
じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。 

⑵ 第１９条の４第１項の規定により支障の除去等の措
置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失
がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等
を確知することができないとき。 

⑶ 第１９条の４の２第１項の規定により支障の除去等
の措置を講ずべきことを命ぜられた認定業者が、当該命
令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないと
き、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがない
とき。 

⑷ 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合
において、第１９条の４第１項又は第１９条の４の２第
１項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきこと
を命ずるいとまがないとき。 

２ 市町村長は、前項（第３号に係る部分を除く。）の規定
により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じ
たときは、当該支障の除去等の措置に要した費用につい
て、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担
させることができる。 

参 考 事 項  

設 定 等 年 月 日 平成２７年４月１日設定（平成 年 月 日最終変更） 

 


